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４．議事概要 

【内閣危機管理監】 

昨年８月以降、コンゴ民主共和国におきましてエボラ出血熱が流行しておりまして、

本年７月 17 日に、WHO が PHEIC 宣言が発出しました。これを受けまして、７月 18 

日、政府は、エボラ出血熱に関する局長級の関係省庁対策会議を開催いたしまして、

政府として講ずべき措置を確認し、実施してまいりました。 

この度、コンゴ民主共和国等からの入国者の健康監視を行う中で、７月 31 日にコ

ンゴ民主共和国より帰国後、健康監視中であった方から、昨日の８月３日、発熱の症

状がある旨連絡があり、この間、厚生労働省をはじめ検疫所や関係自治体を含め感染

の有無等について緊急の検査を行うなど万全を期して対応した結果、昨日４日に陰性



と判明いたしました。 

 

【厚生労働大臣】 

現在エボラ出血熱については、コンゴ民主共和国を中心に感染が拡大するなど、国

際的に憂慮すべき事態が続いています。こうした中、今般、我が国において感染が疑

われる患者が確認されましたが、検査の結果、陰性であることが判明しました。今後

も同様の事案の発生が想定されることから、以下の事項について引き続き適切に実施

し、関係省庁が緊密に連携して万全を期すことを確認いたします。 

１ 流行国からの入国者・帰国者の協力も得て、検疫を始めとする水際対策の徹底に

ついて、国内での発生防止に全力を尽くすとともに、特に患者数が多い国からの入

国者・帰国者について、健康監視の徹底を図る。 

２ 診断のための万全の検査体制、患者や検体の移送の体制、医療機関における受入

体制等、発生時の対応について関係機関間相互で改めて確認を徹底する。 

３ 国際的な連携を密にし、発生国におけるり患の状況、WHO や諸外国の対応状況等

に関する情報収集に最大限の努力を払う。 

４ 国民に対して、迅速かつ的確な情報提供を行い、安心・安全の確保に努める。な

お、情報提供を行う際、患者の個人情報の取扱いには十分に留意する。 

以上です。 

 

【官房長官】 

ただ今の対応案について、何かご質問・ご発言等はございますか。（特になし） 

それでは、「エボラ出血熱への対応について」（案）を本閣僚会議の決定としたいと思

いますがよろしいでしょうか。 

＜異議なし＞ 

 

【内閣総理大臣】 

コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生に関し、先月、WHO が、「国際的に懸

念される公衆衛生上の緊急事態である」旨の宣言、PHEIC 宣言を発出し、国際的に憂

慮すべき事態となっております。そうした中、今般、コンゴ民主共和国から帰国し、

発熱等の症状を示した方について、厚生労働省を中心に、緊急の検査等の対応を行っ

た結果、エボラ出血熱の感染は確認されませんでした。今回、PHEIC宣言を踏まえた

水際対策の強化等により、迅速な対処を行うことができましたが、引き続き、政府一

丸となった危機管理体制を万全なものとすることが極めて重要です。厚生労働大臣を

はじめ、関係閣僚におかれては、本日決定した対応方針の下、関係機関と緊密に連携

し、検疫を始めとする水際対策の徹底、迅速な検査・医療体制の確立、国際的な連携

等に万全を期すとともに、国民に対し、迅速かつ的確な情報提供を行っていくよう、

よろしくお願いします。 

（以上） 

 


